
八幡浜市子ども食堂運営事業補助金交付要綱 

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ４ 日 

要 綱 第 ２ １ 号 

改正 令和６年３月２５日要綱第２０号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子どもたちに対して無償又は低額で食事の提供を行う「子

ども食堂」を運営する民間団体等の取組を支援するため、子ども食堂の運営に

要する費用の一部に対し、予算の範囲内において八幡浜市子ども食堂運営事業

補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 子ども 原則として、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）

第６条第１項に規定する子どものうち、市内に在住するものをいう。 

⑵ 子ども食堂 地域における子どもの居場所づくり及び子どもの成長を見

守る体制整備を目的として、子どもたちに無償又は低額で食事の提供を行う

施設をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げ

る要件の全てを満たす法人その他の団体（以下「法人等」という。）とする。 

⑴ 子ども食堂を１年以上継続して運営する意思及び能力を有すると認めら

れる者であること。 

⑵ 組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること。 

⑶ 政治的又は宗教的な活動を主な目的とする組織でないこと。 

⑷ 活動内容が公序良俗に反するものでないこと。 

⑸ 八幡浜市暴力団排除条例（平成２３年条例第３７号）第２条第１号に規定

する暴力団でない組織、同条第２号に規定する暴力団員が構成員となってい

ない組織又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない組織である

こと。 



（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、子ど

も食堂を運営する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

⑴ 八幡浜市内で実施すること。 

⑵ 原則として、月１回以上開催すること。 

⑶ 子ども及びその同伴する保護者等（以下「子ども等」という。）を対象と

して、調理した食事の提供を行うとともに、相談支援その他交流の場の提供

を行うこと。 

⑷ １回当たり１０食以上の食事を提供できる体制であること。 

２ 補助対象者は、補助対象事業を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 

⑴ 原則として、主な利用者を子ども等とすること。 

⑵ 食事の提供に当たっては、公共施設、民間施設その他の地域の理解が得ら

れる場所を利用するとともに、子ども等の利便性及び安全性の確保に努める

こと。 

⑶ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）その他食品衛生に関する法令を

遵守するとともに、食品衛生責任者を配置し、食の安全及び安心の確保に努

めること。 

⑷ 運営中の事故等に備えるため、傷害保険、生産物賠償責任保険等に加入す

ること。 

⑸ 営利（利用者からの食材等の実費相当額の徴収を除く。）を目的としない

こと。 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、子ど

も食堂の運営に直接必要な全ての経費とし、補助率及び補助限度額は、別表に

掲げるとおりとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする法人等の代表者（以下「申請者」という。）

は、八幡浜市子ども食堂運営事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業計画書 



⑵ 収支予算書 

⑶ 団体の規約等、構成員の名簿及び活動実績が分かる資料 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、速やかにその内容を

審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、八幡浜市子ども食堂運

営事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により、申請者に通知する。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、交付の目

的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。 

３ 市長は、第１項の規定による審査の結果により、補助金を交付することが不

適当と認めたときはその理由を付して、八幡浜市子ども食堂運営事業補助金不

交付決定通知書（様式第３号）により、速やかに不交付の決定を申請者に通知

する。 

（補助事業の変更承認申請） 

第８条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業

者」という。）は、補助金の交付決定を受けた事業（以下「補助事業」という。）

について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらか

じめ八幡浜市子ども食堂運営事業変更承認申請書（様式第４号）に必要書類を

添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

⑴ 補助金の額の変更 

⑵ 補助対象経費の２０パーセントを超える増減 

⑶ 事業内容の重要な変更 

２ 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査

し、適当と認めたときは、八幡浜市子ども食堂運営事業変更承認通知書（様式

第５号）により補助事業者に通知する。 

（補助事業の中止及び廃止） 

第９条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あら

かじめ八幡浜市子ども食堂運営事業中止（廃止）承認申請書（様式第６号）を

市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査

し、適当と認めたときは、八幡浜市子ども食堂運営事業中止（廃止）承認通知



書（様式第７号）により補助事業者に通知する。 

（補助事業の実績報告） 

第１０条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受

けたときを含む。）は、当該補助事業が完了した日から起算して３０日以内又

は当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の３月３１日のうちいずれ

か早い日までに、八幡浜市子ども食堂運営事業実績報告書（様式第８号）に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業報告書 

⑵ 収支決算書 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条に規定する報告書を受理した場合は、速やかにその内容

を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、八幡浜市子ども食堂運

営事業補助金交付額確定通知書（様式第９号）により補助事業者に通知する。 

（補助金の請求） 

第１２条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助

金を請求しようとするときは、速やかに八幡浜市子ども食堂運営事業補助金精

算払請求書（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第１３条 市長は、前条に規定する精算払請求書を受理したときは、速やかにそ

の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。 

（補助金の概算払） 

第１４条 市長は、前２条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めた

ときは、補助金の一部を概算払することができる。 

２ 前項の規定により概算払を受けようとする補助事業者は、八幡浜市子ども食

堂運営事業補助金概算払請求書（様式第１１号）を市長に提出しなければなら

ない。 

３ 前条の規定は、前項に規定する概算払請求書を受理したときについて準用す

る。この場合において、同条中「前条」とあるのは「第１４条第２項」と、「精

算払請求書」とあるのは「概算払請求書」と読み替えるものとする。 

４ 前３項の規定により補助金の概算払を受けた補助事業者は、収支精算後に残



金が生じた場合は、当該残金を全て市に返還しなければならない。 

（決定の取消し等） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、

補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付決定を受け、又は受けよ

うとしたとき。 

⑷ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑸ その他市長が不適当と認める事由が発生したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合

において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されてい

るときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（関係書類の整理及び保存） 

第１６条 補助事業者は、補助事業に係る経理についてその収支の事実を明確に

した証拠書類を整理し、補助事業完了年度の翌年度から起算して５年間保存し

なければならない。 

（遂行状況の報告） 

第１７条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行状況について補

助事業者に報告を求めることができる。 

（その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２５日要綱第２０号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の八幡浜市子ども食堂運営事業補助金交付要綱別表の

規定は、この要綱の施行の日以後に申請があった八幡浜市子ども食堂運営事業



補助金について適用し、同日前に申請があった八幡浜市子ども食堂運営事業補

助金については、なお従前の例による。 

３ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の八幡浜市子ども食堂運営事業

補助金交付要綱様式第１号による用紙で、現に存するものは、所要の改正を加

え、なお使用することができる。 



別表（第５条関係） 

補助対象経費 補助率 補助限度額 

子ども食堂の運営に直

接必要な全ての経費 

補助対象経費の３分

の２以内 

１５万円と当該年度における子

ども食堂の開催回数に１万５千

円を乗じて得た額とを比較して

いずれか少ない方の額 

備考 

１ 補助金の交付は、１団体につき１年度当たり１回とする。 

２ 算定した補助金の額に１,０００円未満の端数が生じた場合は、当該端数を

切り捨てるものとする。 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

年  月  日 

八幡浜市長    様 

住所 

団体名 

代表者名 

 

 

八幡浜市子ども食堂運営事業 

補助金交付申請書 

 

 八幡浜市子ども食堂運営事業補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとお

り事業を実施したいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 事業の概要 

   事業計画書（別紙１）のとおり 

 

２ 補助事業に要する経費及び補助金交付申請額 

 ⑴ 補助事業に要する経費                    円 

 ⑵ 補助金交付申請額（⑴×２／３以内、上限１５万円）          円 

 

３ 添付資料 

⑴ 事業計画書（別紙１） 

⑵ 収支予算書（別紙２） 

⑶ 団体の規約等、構成員の名簿及び活動実績が分かる資料 

⑷ その他市長が必要と認める書類 



様式第１号 別紙１ 

 

事業計画書 

 

住  所            

団 体 名            

代表者名            

連 絡 先            

 

取組の概要 

 

 

 

主な食事内容と 

その提供体制 

 

 

 

運営体制 

（安全衛生確保） 

 

 

 

料金体系 

（１食当たり） 

 子ども            円 

 子ども以外          円 

開催回数 
（予定）週・月            回 

    年度合計           回 

開催時間 （予定） 

開催場所 

（施設名等） 

（予定） 

  

食事提供数 

１回当たり 

（予定） 

子ども 

子ども以外 

食 

食 

年度合計 

（予定） 

子ども 

子ども以外 

食 

食 

 



様式第１号 別紙２ 

収支予算書 

 

○収入の部 

（単位：円） 

区 分 金  額 摘 要 

   

計   

 

○支出の部 

（単位：円） 

区 分 金  額 摘 要 

 

 

 

 

 

 

 

  

計   

 

※「摘要」欄に積算根拠を記入してください。 

 

 



様式第２号（第７条関係） 

 

第  号 

年  月  日 

         様 

八幡浜市長        印  

 

 

八幡浜市子ども食堂運営事業 

補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで交付申請があった八幡浜市子ども食堂運営

事業補助金については、下記のとおり決定したので、八幡浜市子ども食堂運営事

業補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

記 

１ 交付決定年度        年度 

２ 交付決定額                   円 

３ 交付条件 

⑴ この補助金は、本補助事業の目的以外に使用してはならない。 

⑵ 補助金の額の変更、補助対象経費の２０％を超える増減又は事業内容の重

要な変更をしようとするときは、市長の承認を受けること。 

⑶ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けるこ

と。 

⑷ 補助事業完了後３０日以内又は交付決定のあった日の属する年度の３月

３１日のうちいずれか早い日までに実績報告書を提出すること。 

⑸ この補助事業については、市長及び監査委員が監査することがある。 

⑹ 八幡浜市子ども食堂運営事業補助金交付要綱第１５条第１項各号のいず

れかに該当するときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更

することがある。 



様式第３号（第７条関係） 

 

第  号 

年  月  日 

         様 

八幡浜市長        印  

 

 

八幡浜市子ども食堂運営事業 

補助金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請があった八幡浜市子ども食堂運営事業

補助金については、下記の理由により交付しないことを決定しましたので、八幡

浜市子ども食堂運営事業補助金交付要綱第７条の規定により通知します。 

 

記 

交付しない理由 



様式第４号（第８条関係） 

 

年  月  日 

八幡浜市長    様 

住所 

団体名 

代表者名 

 

 

八幡浜市子ども食堂運営事業 

変更承認申請書 

 

      年  月  日付け  第  号で交付決定通知のあった標記事業

の内容を下記のとおり変更したいので、八幡浜市子ども食堂運営事業補助金交付

要綱第８条の規定により申請します。 

 

記 

１ 変更の理由 

 

２ 変更の内容 

 

３ 補助金変更申請額 

既交付決定額 変更後の申請額 差引き増減額 

円 円 円 

 

４ 変更事業計画書 

  事業計画書（様式第１号別紙１）のとおり 

  ※ 収支予算書（様式第１号別紙２）を添付すること 

※ 変更内容が分かるように変更部分を２段書きとし、変更前を上段に括弧

書きで記載すること。 



様式第５号（第８条関係） 

 

第  号 

年  月  日 

         様 

八幡浜市長        印  

 

 

八幡浜市子ども食堂運営事業 

変更承認通知書 

 

      年  月  日付けで変更承認の申請があった八幡浜市子ども食堂

運営事業については、下記のとおり承認することに決定したので、八幡浜市子ど

も食堂運営事業補助金交付要綱第８条の規定により通知します。 

 

記 

１ 交付決定年度              年度 

２ 変更後の交付決定額                   円 

３ 承認の内容 

 

４ 交付条件 

⑴ この補助金は、本補助事業の目的以外に使用してはならない。  

⑵ 補助金の額の変更、補助対象経費の２０％を超える増減又は事業内容の重要な変更を

しようとするときは、市長の承認を受けること。  

⑶ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。  

⑷ 補助事業完了後３０日以内又は交付決定のあった日の属する年度の３月３１日のう

ちいずれか早い日までに実績報告書を提出すること。  

⑸ この補助事業については、市長及び監査委員が監査することがある。  

⑹ 八幡浜市子ども食堂運営事業補助金交付要綱第１５条第１項各号のいずれかに該当

するときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することがある。  



様式第６号（第９条関係） 

 

年  月  日 

八幡浜市長    様 

住所 

団体名 

代表者名 

 

 

八幡浜市子ども食堂運営事業 

中止（廃止）承認申請書 

 

      年  月  日付け  第  号で交付決定通知があった標記事業

を下記のとおり中止（廃止）したいので、八幡浜市子ども食堂運営事業補助金交

付要綱第９条の規定により申請します。 

 

記 

１ 中止（廃止）の理由 

 

 

２ 中止の期間（廃止の時期） 

 



様式第７号（第９条関係） 

 

第  号 

年  月  日 

         様 

八幡浜市長        印  

 

 

八幡浜市子ども食堂運営事業 

中止（廃止）承認通知書 

 

      年  月  日付けで中止（廃止）の承認申請があった八幡浜市子

ども食堂運営事業については、下記のとおり承認することに決定したので、八幡

浜市子ども食堂運営事業補助金交付要綱第９条の規定により通知します。 

 

記 

１ 交付決定年度          年度 

 

２ 中止（廃止）の内容 



様式第８号（第１０条関係） 

 

年  月  日 

八幡浜市長    様 

住所 

団体名 

代表者名 

 

 

八幡浜市子ども食堂運営事業 

実績報告書 

 

      年  月  日付け  第  号で交付決定通知があった標記事業

を   年  月  日付けで完了しましたので、八幡浜市子ども食堂運営事業

補助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 補助事業に要した経費及び補助金額 

 ⑴ 補助金交付決定額                        円 

 ⑵ 補助事業に要した経費                      円 

 ⑶ 補助金請求予定額（原則、⑵×２／３以内、上限１５万円）          円 

 

２ 事業期間    年  月  日～    年  月  日 

 

３ 添付資料 

⑴ 事業報告書（別紙１） 

⑵ 収支決算書（別紙２） 

⑶ その他市長が必要と認める書類 



様式第８号 別紙１ 

 

事業報告書 

 

住  所            

団 体 名            

代表者名            

連 絡 先            

 

取組の概要 

 

 

 

運営体制 

（安全衛生確保） 

 

 

 

料金体系 

（１食当たり） 

 子ども            円 

 

 子ども以外          円 

 

開催日 
食事提供数（食） 

主な内容 
子ども 子ども以外 合計 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

※ 行が不足する場合は、適宜、行を追加すること。 



様式第８号 別紙２ 

収支決算書 

 

○収入の部 

（単位：円） 

区分 
計画額 

（Ａ） 

実績額 

（Ｂ） 

差引 

（Ａ）－（Ｂ） 
摘要 

     

計     

 

○支出の部 

（単位：円） 

区分 
計画額 

（Ａ） 

実績額 

（Ｂ） 

差引 

（Ａ）－（Ｂ） 
摘要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

計     

※「摘要」欄に積算根拠を記入してください。 



様式第９号（第１１条関係） 

 

第  号 

年  月  日 

         様 

八幡浜市長        印  

 

 

八幡浜市子ども食堂運営事業 

補助金交付額確定通知書 

 

      年  月  日付けで実績報告のあった八幡浜市子ども食堂運営事

業について、八幡浜市子ども食堂運営事業補助金交付要綱第１１条の規定により、

下記のとおり補助金の額を確定したので通知します。 

 

記 

１ 交付決定年度          年度 

 

２ 補助金交付確定額               円 

 



様式第１０号（第１２条関係） 

 

年  月  日 

八幡浜市長    様 

住所 

団体名 

代表者名 

 

 

八幡浜市子ども食堂運営事業 

補助金精算払請求書 

 

      年  月  日付け  第  号で交付決定通知があった標記補助

金について、八幡浜市子ども食堂運営事業補助金交付要綱第１２条の規定により、

下記のとおり請求します。 

 

記 

金           円 

    内 訳 

補助金確定通知額 金           円 

受領済額     金           円 

今回請求額    金           円 

 

金 融 機 関 名  

支店・支所名  

預 金 種 別  

口 座 番 号  

ふ り が な  

口 座 名 義 人  

 



様式第１１号（第１４条関係） 

 

年  月  日 

八幡浜市長    様 

住所 

団体名 

代表者名 

 

 

八幡浜市子ども食堂運営事業 

補助金概算払請求書 

 

      年  月  日付け  第  号で交付決定通知があった標記補助

金について、八幡浜市子ども食堂運営事業補助金交付要綱第１４条の規定により、

下記のとおり請求します。 

 

記 

金          円 

    内 訳 

交付決定額 金          円 

受領済額  金          円 

今回請求額 金          円 

残額    金          円 

 

金 融 機 関 名  

支店・支所名  

預 金 種 別  

口 座 番 号  

ふ り が な  

口 座 名 義 人  

 


